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大分大学医学部附属病院フットケア対策チーム 

「糖尿病合併症管理料」算定にかかわる運用手順 

 H30.3.9制定 

１．算定の流れ 

 

 

足チェック 

•内科外来看護師がフットケアアセスメント用紙に沿って糖尿病患者の足を観
察・評価・記録する 

•患者の足の状態を主治医（算定要員の医師）へ情報提供し、詳しい検査や他
科への紹介の必要がないか協議する 

主治医の 

診察 

•主治医（算定要員の医師）が診察を行い、フットケアや指導の必要性を看護
師へ指示し、診療録に指示事項を記載する 

•皮膚科・形成外科・血管外科への紹介が必要と判断した場合は、当該科へ対
診、または紹介する 

フットケア 

指導 

•算定要員の看護師は、足の状態・全身状態・生活状況・セルフケア状況の視
点で情報収集・アセスメントし、指導計画を作成する 

•計画に基づいてフットケアや足病変の予防対策を指導する 

記録 

•主治医（算定要員の医師）は医学管理料ナビに入力する 

•算定要員の看護師は、フットケア内容・指導内容・患者の反応などを診療録
に記載する 

医事課 

•医学管理料ナビや診療録が、診療報酬算定に対応しているかを確認し、算定
する 

•診療報酬算定に対応した記録でない場合は、当該医師・看護師へ連絡し確認
する 
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2． フットケアプロジェクトチーム構成員 

チーム長：形成外科（清水医師） 

副チーム長：内分泌糖尿病内科（岡本医師） 

皮膚科（山手医師） 

心臓血管外科（岩田医師） 

皮膚排泄ケア認定看護師（豊田看護師） 

糖尿病看護認定看護師（大末看護師・式田看護師・佐田看護師） 

作業療法士（山下先生） 

臨床心理士（関口先生） 

 

3．フットケアプロジェクトチーム会議（定例会） 

  2ヶ月に 1回 

  場所：管理棟 2階会議室 

  時間：17:00～17:30 

  内容：合併症管理料算定数の報告 

症例報告 

研修会のお知らせや、参加後の感想など 

 

4．インターナショナルコンセンサスが提案するリスク分類と検査の間隔 

  （エビデンスに基づいたガイドライン） 

分類 危険因子 検査の間隔 

１ 知覚神経障害がない 1年に 1回 

２ 知覚神経障害 半年に１回 

３ 知覚神経障害 

末梢神経障害の徴候 

または足変形 

3ヶ月毎 

４ 潰瘍の既往 1～3か月毎 
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5．算定における要件・施設基準等  （厚生労働省 HPより） 

糖尿病合併症管理料 170点 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届

け出た保険医療機関において、糖尿病足病変ハイリスク要因を有し、医師が糖尿病足

病変に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、医師又

は医師の指示に基づき看護師が当該指導を行った場合に、月１回に限り算定する。 

注 2 １回の指導時間は 30分以上でなければならないものとする。 

 

通知 

(１) 糖尿病合併症管理料は、次に掲げるいずれかの糖尿病足病変ハイリスク要因を有する

入院中の患者以外の患者（通院する患者のことをいい、在宅での療養を行う患者を除く。）

であって、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性があると認めた場合に、月１回に

限り算定する。 

ア 足潰瘍、足趾・下肢切断既往 

イ 閉塞性動脈硬化症 

ウ 糖尿病神経障害 

(２) 当該管理料は、専任の常勤医師又は当該医師の指示を受けた専任の看護師が、(１)の

患者に対し、爪甲切除（陥入爪、肥厚爪又は爪白癬等に対して麻酔を要しないで行うも

の）、角質除去、足浴等を必要に応じて実施するとともに、足の状態の観察方法、足の清

潔・爪切り等の足のセルフケア方法、正しい靴の選択方法についての指導を行った場合

に算定する。 

(３) 当該管理料を算定すべき指導の実施に当たっては、専任の常勤医師又は当該医師の指

示を受けた専任の看護師が、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価を行い、その結

果に基づいて、指導計画を作成すること。 

(４) 看護師に対して指示を行った医師は、診療録に看護師への指示事項を記載すること。 

(５) 当該管理を実施する医師又は看護師は、糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結

果、指導計画及び実施した指導内容を診療録又は療養指導記録に記載すること。 

(６) 同一月又は同一日においても第２章第１部の各区分に規定する他の医学管理等及び

第２部第２節第１款の各区分に規定する在宅療養指導管理料は併算定できる。 

(７) (２)及び(３)の常勤医師については、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所

定労働時間が週24 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師（糖尿病治療及び糖尿

病足病変の診療に従事した経験を５年以上有する医師に限る。）を２名以上組み合わせる

ことにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯に当該医師が配置されている場合には、

当該２名以上の非常勤医師が連携して当該管理料に係る指導を実施した場合に限り、常

勤医師の配置基準を満たしているものとして算定できる。 
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糖尿病合併症管理料の施設基準  

イ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師（当該指導につ

いて相当な経験を有するものに限る。）が配置されていること。 

ロ 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の看護師（当該指導につい

て相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。）が配置され

ていること。 

ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。 

 

糖尿病合併症管理料に関する施設基準 

 （１）当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を５年以

上有する専任の常勤医師が１名以上配置されていること。なお、週３日以上常態と

して勤務しており、かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている専任の

非常勤医師（糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を５年以上有する

医師に限る。）を２名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時

間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしているこ

ととみなすことができる。 

 （２）当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を５年以上有する専

任の看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が１名以

上配置されていること。 

なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。 

ア 国及び医療関係団体等（糖尿病重症化予防（フットケア）研修を行っている日本

糖尿病教育・看護学会等）が主催する研修であること。 

イ 糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、

フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるもので

あること。 

ウ 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が

行う演習が含まれるものであること。 

エ 通算して 16 時間以上のものであること。  

（３）保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当

該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い

について」別添３の第１の２の(４)と同様であること。 

 

届出に関する事項 

 （１）糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添 2の様式 5を用いること。 

 （２）1の（1）に掲げる医師及び（2）に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付す

ること。 

 （３）1の（3）の保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満た

していればよく、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 


